
２０２６八重桜まつり開催期間における飲食出店等説明書 
 

 

１ 対象について 

  市が利用可能と定める区画内において、テントや移動販売車を用いて臨時店舗

を開設し、飲食や物品の販売を行う者（以下「出店者」という）を「飲食出店

等」の対象とする。 

 

２ 利用可能とする飲食出店等の概要 

（１）場所 

   別紙「２０２６八重桜まつり期間中の出店可能区画（イベント日を除く）」

に示す区画を飲食出店等で利用可能とする。ただし、同日に同一の出店者が利

用可能な区画は１区画までとし、区画あたりの占有面積は、８㎡以下とする。 

      また、出店場所については先着順とする。 

（２）販売品目 

   飲食物または物品を販売可能とする。ただし、販売可能な品目から次に掲げ

るものは、販売不可とする。 

   【販売不可とする品目】 

    ・保健所から製造販売の許可を得ていない飲食物 

    ・射幸心をあおるもの 

    ・一般来園者への傷害行為や、破壊行為等につながる恐れのあるもの 

    ・公序良俗に反するもの 

    ・その他法令等に抵触するもの 

（３）利用可能日時 

   令和８年４月９日（木）～４月２２日（水） 午前９時～午後５時 

   （夜桜ライトアップ期間は午後８時まで可能） 

   ただし、次に掲げる日時（期間）は利用不可とする。 

   【利用不可とする日時】 

    ・八重桜まつり開催期間中のうち八重桜まつり実行委員会（以下「実行委

員会」という）が「イベント」と定める日時及びその準備撤去期間。ただ

し、実行委員会が認めるものについては、協議のうえ問題がないと判断で

きるものに限り出店を認める。 

・静峰ふるさと公園の閉園日時 

    ・利用可能場所及びその周辺において、公園管理上必要な作業を行う日時 

    ・その他、市が飲食出店等に係る公園の利用を制限する日時 

（４）利用に係る条件等 

   出店者は、次に掲げる条件等の遵守を誓約すること。 

  ア 電気及び水道について 

   ・出店者が公園の電気及び水道設備を使用することは原則許可しない。やむ 

を得ず必要とする場合は事前に市と協議し、許可を得ること。 

  イ 廃棄物の処理について 

・廃棄物が発生する場合は、出店者がゴミ箱を用意し、占有する区画内の見 

える場所に設置すること。 

・回収した廃棄物は、出店者自身で持ち帰り、適正な処理を行うこと。 



・販売物の購入者に対し、廃棄物の適正な処理を促すこと。 

・汁物や油類などの廃液を公園内で廃棄することは厳禁とする。 

  ウ 一般来園者への配慮について 

   ・一般来園者に危害を及ぼさないこと。 

・拡声器や音響機器を使用しないこと。 

・振動や騒音、悪臭、蛮行など一般来園者に嫌悪を生じさせる行為は行わな 

いこと。 

・酒類の販売を行うものにあっては、未成年の飲酒を固く禁じるとともに、 

購入者が泥酔することのないよう十分に注意すること。 

・喫煙は、公園内の所定の場所において行うこと。 

・園内で車両を走行させる場合は、臨時通行許可証をダッシュボードに掲出 

の上、ハザードランプを点灯し、一般来園者の往来を最優先に、最徐行とす 

ること。 

・一般来園者の多い日時は、園内での車両走行を控え、やむを得ず走行させ 

る場合には一般来園者に細心の注意を払うこと。 

  エ 出店者の責任について 

   ・利用に係る責任者やスケジュールを定めること。 

   ・出店者の行為に起因して事故や紛争、その他損害が生じた場合、出店者が

一切の責任を負い、誠意をもってその賠償を行うこと。 

   ・衛生管理を徹底し、食中毒の予防ならびに伝染病の蔓延防止を図ること。 

  オ その他の事項 

・市及び公園への名誉毀損や管理運営の妨害行為を行わないこと。 

   ・販売物とは関係のない事項について、広報及び宣伝活動を行わないこと。 

   ・指定された場所以外では火気を使用しないこと。 

・夜桜期間中の営業においては、午後５時以降の公園内への車の乗り入れ、

移動を禁ずる。撤収は一般の来場者が退園した午後８時以降に行うこと。 

・八重桜まつり期間中において、公園内にテント等機材を仮置き又は設置す

る場合、事前に市に内容を報告し、許可を得ること。なお、仮置き又は設置

した機材等への損害（紛失、破損、盗難等）に関して市は一切の責任を負わ

ない。 

 

（５）使用料について 

   静峰ふるさと公園の設置及び管理に関する条例に基づき、使用料について次 

に掲げる全ての事項を適用する。 

   ・１区画１日あたり１，５５０円（税込） 

   ・許可書の発行を受けるときに使用料を納付すること。 

   ・既納の使用料は、許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により利

用ができなくなった場合を除き、還付しない。 

    ※天候不良により利用を行わなかった場合など、許可を受けた者の都合に 

よる利用内容の変更にあっては使用料の還付を行わない。 

 

３ 利用に係る許可申請の手続きについて 

（１）利用日数の制限及び許可申請の提出期限について 

  ア 利用日数の制限 



    同一の出店者が許可を申請できる利用日数は３０日以内とする。 

  イ 許可申請の提出期日 

    次に掲げる全てに該当する期日で許可申請を提出すること。 

    ・令和８年３月２５日（水）までであること。 

    ・那珂市役所の開庁日時であること。 

（２）提出書類について 

   次に掲げる書類を全て提出すること。 

   ①【全員】静峰ふるさと公園使用許可申請書（市指定様式） 

   ②【全員】誓約書（市指定様式） 

   ③【全員】販売品目一覧（任意様式） 

④【飲食物販売者のみ】営業許可書の写し 

    ※許可申請を行う日時及び場所が営業許可書に記載されていること。 

（３）提出方法について 

   提出書類を那珂市産業部商工観光課に持参または郵送すること。電子メール 

  またはＦＡＸでの提出も可とするが、不着等の通信事故に対し、市は一切の責 

任を負わない。 

（４）許可の可否について 

   許可書の発行により決定する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、す 

でに許可した利用でも即時にその許可を取り消す場合がある。 

 ・申請に虚偽の内容が認められたとき 

 ・出店者が使用料の納付に応じないとき 

 ・利用に係る条件等に違反したとき 

 ・災害やその他緊急事態の発生により、市が公園の利用制限を行うとき 

 

以上 

 


